
 
 

一 

 
 
 

原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
援
護
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案 

 

原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
援
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
百
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
条
第
三
項
中
「
被
爆
者
健
康
手
帳
」
を
「
前
三
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
被
爆
者
健
康
手
帳
」
に
改
め
、
同
項
を
同

条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
前
二
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の

一
項
を
加
え
る
。 

２ 

被
爆
者
健
康
手
帳
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
で
あ
っ
て
、
国
内
に
居
住
地
及
び
現
在
地
を
有
し
な
い
も
の
は
、
前
項

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
者
が
前
条
各
号
に
規
定
す
る
事
由
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し

た
と
す
る
当
時
現
に
所
在
し
て
い
た
場
所
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

附
則
第
四
条
第
二
項
中
「
第
二
条
第
二
項
」
を
「
第
二
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。 

 
 
 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
検
討
） 



 

二 

第
二
条 

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
速
や
か
に
、
在
外
被
爆
者
（
被
爆
者
で
あ
っ
て
国
内
に
居
住
地
及
び
現
在
地
を
有
し

な
い
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
対
し
て
行
う
医
療
に
要
す
る
費
用
の
支
給
に
つ
い
て
、
国
内
に
居
住
す
る
被
爆
者
の

状
況
及
び
そ
の
者
の
居
住
地
に
お
け
る
医
療
の
実
情
等
を
踏
ま
え
て
検
討
を
行
い
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を

講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
状
況
等
を
踏
ま
え
、
在
外
被
爆
者
に
係
る
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
原
子
爆
弾
被
爆
者

に
対
す
る
援
護
に
関
す
る
法
律
第
十
一
条
の
認
定
の
申
請
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
行
い
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要

な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 



 
 

三 

 
 
 
 
 

理 

由 
国
外
に
お
い
て
被
爆
者
健
康
手
帳
の
交
付
を
希
望
す
る
者
の
実
情
に
か
ん
が
み
、
国
内
に
居
住
地
及
び
現
在
地
を
有
し
な
い

者
が
国
外
に
お
い
て
被
爆
者
健
康
手
帳
の
交
付
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律

案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 

 


